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第１ 募集概要 

１ 事業概要 

「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度)」とは、児童福祉法において規 

定された、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備すると 

ともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわら 

ない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件 

を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園制度であり、こどもの成長の 

観点から、「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備する」 

ことを目的としている。 

なお、本事業は令和７年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育 

て支援事業として制度化し、令和８年度から給付制度として実施している。 

 

 

２ 応募資格 

   次の要件をすべて満たすこと。 

（１）児童福祉法第３４条の１５第３項各号（社会福祉法人又は学校法人である場 

合は第４号に限る。）に定める基準を満たしていること。 

また、社会福祉法人又は学校法人以外の者が事業を実施する場合は、千葉市 

乳児等通園支援事業設置認可等要綱別表１に定める基準を満たしていること。 

（２）その他、事業の実施にあたり、関係法令等に基づき適格性を欠くものでない 

こと。 

 

３ 募集施設数 

   １２施設程度 

 

 

  

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/yojikyoiku/shien/documents/chibashinyuuzitoutuuenshienzigyousecchinikatouyoukou.pdf
https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/yojikyoiku/shien/documents/chibashinyuuzitoutuuenshienzigyousecchinikatouyoukou.pdf
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４ スケジュール 

募集・質問受付開始 令和８年５月１１日（月） 

質問締切 令和８年６月 １日（月） 

質問回答 令和８年６月 ８日（月） 

事前協議締切 令和８年７月 ６日（月） 

募集締切 令和８年７月１３日（月） 

設置認可部会 

※認可施設において事業を開始する場

合は、ヒアリングの実施を省略する。 

令和８年７月下旬頃開催予定 

審査結果通知 設置認可部会における審査終了後、速や

かに 

設置認可 令和８年８月上旬から中旬までの間 

利用者との事前面談開始 令和８年９月１日（火） 

事業開始 令和８年１０月１日（木） 

 

第２ 運営の基本条件 

１ 事業開始日 

   令和８年１０月１日（木）に児童の受け入れを開始する。 

 

２ 対象児童 

   ０歳６か月から満３歳未満（３歳の誕生日の前々日までのことを指す。以下 

同じ。）で保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所に通 

っていないこども 

 

３ 対象施設・対象事業所 

   保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所、幼稚園、 

地域子育て支援拠点事業所、認可外保育施設（「認可外保育施設指導監督基準」を 

満たさない施設を除く。）、児童発達支援センター等であって、千葉市乳児等通園 

支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（以下、「設備運営基準」とい 

う。）に定める基準を満たし、適切な事業の実施が可能と判断できる施設 

 

４ 定員 

 （１）本事業の定員は、年齢区分ごとの１時間当たりの人数として定めるものとす 

る。 

 （２）年齢区分は当該年度の４月１日時点の年齢を基準とする。 

 

  

https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/ninkagai/tsuuchi
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５ 事業の実施方法 

   事業の実施方法は、次のいずれかとする。 

 （１）一般型（在園児合同） 

    第２の３で記載した対象施設・対象事業所の定員とは別に本事業の定員を設 

定し、在園児と合同で受入れを行うものとする。 

 （２）一般型（専用室独立） 

    第２の３で記載した対象施設・対象事業所の定員とは別に本事業の定員を設 

定し、在園児とは別室において受入れを行うものとする。 

 （３）余裕活用型 

    保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保 

育事業所の３歳未満児の在籍児童数がその利用定員に達していない場合に、そ 

の利用定員の範囲内で受入れを行うものとする。 

 ただし、現に余裕活用型を利用しているこどもが、定員が埋まることで制度 

自体を利用できなくなることがないよう一年を通じて空きが想定されている 

事業所で実施することが望ましい。また、申請時点で定員に余裕がない場合は、 

応募の適否について市から相談する場合がある。 

 

６ 一般型乳児等通園支援事業所の基準 

 （１）設備基準 

   ア 施設規模 

 ０～１歳児 ２歳児 

設備運営基準 

乳児室 

又は 

ほふく室 

1.65㎡/人 

又は 

3.30㎡/人 

― 

保育室又は遊戯室 ― 1.98㎡/人 

便所 認可定員に見合う設備及び面積 

その他 保育遊具、必要な医薬品等 

   イ 建物 

     乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）を２階 

に設ける建物は、次の（ア）、（イ）及び（カ）の要件に、保育室等を３階以 

上に設ける建物は、次の（ア）から（ク）までに掲げる要件に該当するもの 

であること。 

（ア）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定する 

耐火建築物又は同条第９号の３に規定する準耐火建築物であること。 

（イ）保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄 

に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が一以上 

設けられていること。 

 

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
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階 区分 施設又は設備 

２階 常用 １ 屋内階段 

２ 屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２３条第 

１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 待避上有効なバルコニー 

３ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外傾 

斜路又はこれに準ずる設備 

４ 屋外階段 

３階 常用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号 

に規定する構造の屋内階段 

２ 屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号 

に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又 

はこれに準ずる設備 

３ 屋外階段 

４階

以上

の階 

常用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号 

に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の屋 

外階段避難用 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号 

に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第１項の場合において 

は、当該階段の構造は、建築物の１階から乳児等通園支援室等が 

設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコ 

ニー又は付室（階段室が同条第３項第２号に規定する構造を有す 

る場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。）を通 

じて連絡することとし、かつ、同条第３項第３号、第４号及び第 

１０号を満たすものとする。） 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 

３ 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の屋 

外階段 

 

（ウ）（イ）に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育 

室等の各部分からその一に至る歩行距離が３０メートル以下となるよう 

に設けられていること。 

（エ）一般型乳児等通園支援事業所に調理設備（次に掲げる要件のいずれかに 

該当するものを除く。以下この（エ）において同じ。）を設ける場合には、 

https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338/
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当該調理設備以外の部分と一般型乳児等通園支援事業所の調理設備の部 

分が建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建 

築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備で区画されて 

いること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該 

床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダ 

ンパーが設けられていること。 

ａ スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設け 

られていること。 

ｂ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当 

該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられて 

いること。 

（オ）一般型乳児等通園支援事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ 

  を不燃材料でしていること。 

（カ）保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事 

故を防止する設備が設けられていること。 

（キ）非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設 

  けられていること。 

（ク）一般型乳児等通園支援事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のもの 

について防炎処理が施されていること。 

   ウ 保育室等 

   （ア）保育室等については、認可に際し面積基準が定められている室の面積算 

定に当たり、有効面積（内法面積から、下記に掲げる造作物・固定造作物 

等を除いた面積）を用いるものとする。 

   （イ）保育室面積から除く造作物・固定造作物等の例 

     ・押入れ、ロッカー、収納スペース、こども用荷物収納等 

     ・吊り押入れ、吊り戸棚（ただし、床上 180cm以上の空間が確保されてい 

るものを除く） 

     ・手洗い器、ピアノ 

   （ウ）保育室等の面積は、壁芯面積、内法面積及び有効面積をそれぞれ算定す 

るものとする。（異年齢児を同一室で保育する場合においても、各年齢区 

分ごとに面積を算出すること。） 

      その他の室については、壁芯面積で算定するものとする。 

（エ）０歳児を他の年齢児と同一室で保育する場合は、ベビーゲート等により 

保育スペースを区画し、安全性に十分配慮した設計とすること。 

（オ）利用乳幼児が安全かつ安心して過ごすことができるよう、保育を行いや 

 すいレイアウトとすること。 

※他の施設又は事業と一体的に一般型乳児等通園支援事業を実施する場合 

は、既に実施している通常保育、一時預かり事業等における職員配置及び面 
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積基準等の要件を満たした上で、乳児等通園支援事業の基準にも適合するよ 

うにすること。 

 

 （２）職員配置基準 

項目 基準内容 

職員要件 

・保育士 

・市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その他の機関が

実施する研修を含む）を修了した者（選択科目において、「こど

も 誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）」を受講し、全ての課

程を修了すること。） ※１ 

 

 上記の職員を、以下「乳児等通園支援従事者」という。 

配置基準 

０歳児３人につき１人以上、満１歳以上満３歳未満の児童６人につ

き１人以上の職員を配置するものとする。 

また、乳児等通園支援従事者の配置数は、常時２名を下回ってはな

らない。※２ 

保育士割合 
配置基準上必要となる職員のうち、過半数は保育士とするものとす

る。 

※１ 市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その他の機関が実施する研修を 

含む）を修了した者とは、次に該当する者をいう。 

ア 「子育て支援員研修事業の実施について」（令和６年３月 30日付けこども 

家庭庁成育局長・支援局長連名通知）別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」 

の５（３）アに定める基本研修及び５（３）イ（イ）に定める「こども誰で 

も通園制度（乳児等通園支援事業）」の専門研修 

※令和９年３月 31日までの間に「子育て支援員研修事業実施要綱」の５（３） 

イ（イ）に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了 

した者（以下「経過措置対象者」という。）については、「こども誰でも通園 

制度（乳児等通園支援事業）」の専門研修を修了していない場合であっても、 

一般型乳児等通園支援事業所において乳児等通園支援に従事することがで 

きる。 

イ 子育てに関する知識・経験及び熱意を有し、「家庭的保育事業の実施につ 

いて」（平成２１年１０月３０日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通 

知）別紙「家庭的保育事業ガイドライン」別添１の１に定める基礎研修と同 

等の研修を修了した者 

※２ 他の施設又は事業と一体的に一般型乳児等通園支援事業を実施する事業所に 

おいて、次のいずれかに該当する場合は、専ら一般型乳児等通園支援事業に従 

事する者の数を１人とすることができる。 

ア 一般型乳児等通園支援事業の実施に当たり、当該保育所等の職員（保育そ 

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5712&dataType=1&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5712&dataType=1&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5712&dataType=1&pageNo=1
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の他の子育て支援に従事する職員に限る。）による支援を受けることができ、 

かつ、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する者が保育士である場合。 

イ 一般型乳児等通園支援事業を利用する乳幼児の人数が３人以下であり、当 

該保育所等において現に保育が行われている保育室等で当該一般型乳児等 

通園支援事業を実施し、かつ、当該保育所等の保育士による支援を受けるこ 

とができる場合。 

（３）研修 

乳児等通園支援事業の従事者であって保育士でない者は、千葉市又は市長が指 

定する都道府県知事その他の機関が実施する研修について、基本研修及び専門研

修においては、「地域保育コース」を選択の上、共通科目と共に「こども誰でも通

園制度（乳児等通園支援事業）」の科目を受講し、全ての課程を修了しなければな

らない。 

当該研修は、令和８年７月以降に千葉市主催で２回実施する予定であることか

ら、今後業務に従事する予定の無資格者は当該研修を活用すること。 

なお、令和９年３月３１日までに「子育て支援員研修事業実施要綱」の５（３） 

イ（イ）に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了した 

者については、「こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）」の専門研修を修 

了した者については、改めて研修を受講する必要はないが、乳児等通園支援事業 

従事者に対し、、研修調査研究において作成された「習熟度チェックリスト（確認 

テスト）」等を活用し、その理解度を確認すること。 

また、年度途中で職員の入れ替えがあった場合についても、無資格者であれば、 

研修受講は必須であり、未履修者は業務に従事することができないため、留意す 

ること。 

 

 

 

７ 余裕活用型乳児等通園支援事業所の基準 

   余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所の設備及び職員の基準は、次の 

（１）から（４）までに掲げる施設又は事業所の区分に応じ、当該（１）から（４） 

までのそれぞれの基準の定めるところによる。 

（１）保育所 

千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（保育所に係 

るものに限る。） 

（２）幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 

千葉市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こ 

ども園の認定の要件を定める条例（平成２８年千葉市条例第２１号） 

（３）幼保連携型認定こども園 

千葉市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する 

https://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00001097.html
https://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00001187.html
https://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00001187.html
https://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00001152.html
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基準を定める条例（平成２６年千葉市条例第４６号） 

（４）家庭的保育事業等を行う事業所 

千葉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２ 

６年千葉市条例第４７号）（居宅訪問型保育事業に係るものを除く。） 

 

８ 監査について 

事業の実施に際し、児童福祉法施行令第３５条の４の規定に基づく指導監査及 

びの子ども・子育て支援法第５４条の３において準用する同法第５０条の確認監 

査の対象となることに留意すること。 

 

第３ 事業運営の実務等 

１ 利用時間 

   こども一人あたりの利用可能時間は、月１０時間までとし、１回あたり最低１ 

時間から３０分単位で利用できる。なお、利用可能時間は当月限り有効であり、 

余った時間の繰り越しや、前月・翌月の時間を前倒しで利用することはできない。 

 

２ 実施日・開園時間 

ニーズや受入体制を踏まえ、乳児等通園支援事業を行う者（以下「乳児等通園 

支援事業者」という。）が適切に設定すること。ただし、週１日以上は開園しなけ 

ればならない。 

 なお、施設が休園となる長期休暇中に開園しない場合は、あらかじめ乳児等通

園支援を提供しない日を運営規程及び重要事項説明書に明記し、利用者に対して、

説明すること。 

 

３ こども誰でも通園制度総合支援システム 

   こども家庭庁が構築・運用する「こども誰でも通園制度総合支援システム（以 

下「システム」という。）」を活用し、利用調整、行動履歴の確認及び入力等を行 

うものとする。 

   なお、システムの初期設定は認可後の当課からの連絡をもって実施すること。 

 

４ 面談 

初回利用の前に利用乳幼児及びその保護者と面談を行い、17に定める重要事 

項を記載した文書（重要事項説明書）を交付しなければならない。 

あわせて、当該重要事項の内容を説明し、乳児等通園支援事業を行う事業所（以 

下「乳児等通園支援事業所」という。）が提供するサービス内容について、保護者 

の同意を得なければならないものとする。 

 

https://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00001152.html
https://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00001153.html
https://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00001153.html
https://www.daretsu.cfa.go.jp/
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５ 保育内容 

保育所保育指針（平成２９年３月３１日厚生労働省告示第１１７号）を参考と 

しつつ、全てのこどもの育ちを支援し、こどもにとって良質な成育環境を整備す 

るとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかか 

わらない形での支援の強化に努めなければならない。なお、詳細については、こ 

ども家庭庁が作成した「こども誰でも通園制度の実施に関する手引き」を参照す 

ること。 

 

 ６ 正当な理由のない提供拒否の禁止 

   保護者から利用の申込みを受けた場合は、正当な理由がない限り、これを拒ん 

ではならない。なお、初回面談結果において「受入れ不可」とする場合は、市の 

承認が必要となる。 

 

７ 医療的ケア児の受入れ 

   医療的ケア児を対象として本事業を実施する場合は、受入体制の確認が必要と 

なるため、あらかじめ千葉市と協議すること。 

 

 ８ 利用形態（定期利用・柔軟利用） 

以下のいずれかを選択するか、または双方を組み合わせて提供すること。 

（１）定期利用 

利用する乳児等通園支援事業所を特定して登録し、利用する曜日や時間帯を 

あらかじめ固定するなど、特定の事業所を継続的かつ計画的に利用する方法 

（２）柔軟利用 

利用する乳児等通園支援事業所や利用する月、曜日、時間帯を固定せず、必 

要に応じて随時利用する方法 

 

９ 食事の提供 

   食事の提供の有無は、乳児等通園支援事業者の判断によるものとする。ただし、 

離乳食の提供体制や体調不良等、個々の状況に応じた対応が可能かどうかについ 

ては、十分に検討すること。 

乳児等通園支援事業者は、食事の提供を行う場合（施設外で調理し運搬する方 

法（以下「外部搬入」という。）により行う場合を含む。）においては、当該施設 

において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を 

備えなければならない。 

食事の提供を行う場合には、衛生管理や栄養管理、個々の離乳状況に応じた対 

応等について、「児童福祉施設における食事の提供ガイド」（令和７年９月こども

家庭庁）及び「授乳・離乳の支援ガイド」（２０１９年３月改定）を参照して対応

するとともに、食物アレルギーを有するこどもについては、「保育所におけるアレ

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00010450&dataType=0&pageNo=1
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5f30b36e-6d64-49c2-812f-71fdef462c98/9e082688/20250924-policies-boshihoken-jidoufukukshi-eiyou-01.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5f30b36e-6d64-49c2-812f-71fdef462c98/9e082688/20250924-policies-boshihoken-jidoufukukshi-eiyou-01.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/6790a829-15c7-49d3-9156-9e40e8d9c20c/b0946e59/20230401_policies_boshihoken_junyuu_01.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/cc94d067/20240205_policies_hoiku_86.pdf
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ルギー対応ガイドライン（２０１９年改訂版）」（２０１９（平成３１）年４月厚

生労働省）を参照し、医師の診断及び指示に基づき対応すること。 

条件を整えれば、外部搬入による給食の提供も可能である。外部搬入により食 

事を提供する場合には、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の運用上

の取扱いについて」（平成２６年９月５日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通

知）第２（３）における「搬入施設から搬入を行う際の要件」を踏まえること。 

 

※外部搬入を行うことができる者は、次のいずれかとする。 

（１）当該乳児等通園支援事業所と一体的に運営されている保育所等 

（２）当該乳児等通園支援事業者と同一の法人、または関連法人が運営する小規 

模保育事業、事業所内保育事業、社会福祉施設、医療機関等 

 

10 利用料金等 

 （１）利用料金 

    こども一人当たりの利用料金は１時間につき３００円とし、乳児等通園支援 

事業者が保護者から直接徴収するものとする。なお、習い事に類する内容や形 

態によるサービスの提供への対価として利用料の徴収を行うことは認められ 

ない。 

また、利用料の支払いを求める際には、あらかじめ、当該利用料の使途及び 

額並びに保護者に利用料の支払いを求める理由について書面によって明示す 

るとともに、保護者に対して説明を行い、文書にて同意を得ること。 

なお、利用料の支払いを受けた場合は、保護者に対して領収証を交付するこ 

と。 

 

 

区分 

 

利用料金 

生活保護世帯 ０円 

市民税非課税世帯及び市民税所得割

合算額 77,101円未満の世帯 

要支援児童等のいる世帯 

 

１００円 

上記以外の世帯 ３００円 

  

（２）実費 

    重要事項説明書において保護者に説明し、その同意を得た上で、利用料金の 

ほか、必要に応じて給食代、おやつ代及び保険料等の実費を徴収して差し支え 

ないが、真に必要な費用に留めるとともに、保護者の過大な負担とならないよ 

う配慮すること。 

  

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/cc94d067/20240205_policies_hoiku_86.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/cc94d067/20240205_policies_hoiku_86.pdf
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0412&dataType=1&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0412&dataType=1&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0412&dataType=1&pageNo=1
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（３）特定負担額 

重要事項説明書において保護者に説明し、その同意を書面により得た上で、 

乳児等通園支援の質の確保及び向上に必要と認められる対価を徴収して差し 

支えないが、真に必要な費用に留めるとともに、保護者の過大な負担にならな 

いように配慮すること。また、特定負担額を徴収する場合は、市との事前協議 

を行うこと。 

    なお、特定負担額として、習い事に類する内容や形態によるサービスの提供 

（※）に関する費用を含めることは不可とする。 

   ※具体例として、リトミック教室や英語教室、スイミングスクールなどが挙げ 

られるが、これらに限らず、千葉市が早期教育の場の形と判断されるものは不 

可とする。 

 

（４）キャンセル料金 

11で示すキャンセルポリシーに基づき、利用予定日の当日０時以降にキャン 

セルの連絡を受けた場合は、乳児等通園支援事業所が設定したキャンセル料金を 

請求することができる。なお、当日キャンセルの場合でも給付費が支給されるた 

め、それを踏まえた額とすること。 

 

（５）超過料金 

    乳児等通園支援事業所が設定する利用終了時刻を過ぎて保護者が迎えに来 

た場合は、超過料金を請求することができる。なお、通常の利用により得られ 

る給付費及び利用料金を踏まえた金額とすること。 

 

 （６）その他 

各種料金の未収について、千葉市による補填は行わない。 

 

 11 キャンセルポリシー 

   利用者が、利用予定日の前日２３時５９分までにキャンセルした場合は、利用 

可能枠の消費は生じず、またキャンセル料の負担も発生しないものとする。 

なお、事業所の受入体制が整わない等の事業者の都合によりキャンセルとな 

る場合は、給付の対象とせず、利用可能時間の減算も行わないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 給付費 

   こども一人当たり１時間の単価及び各種加算は下表のとおりである。 

 （１）単価 

年齢 単価 

０歳児 １，７００円 

１歳児 １，４００円 

２歳児 １，４００円 

 （２）主な加算 

項目 加算 

障害児 ６００円 

医療的ケア児 ２，５００円 

要支援家庭のこども ６００円 

初回対応加算 ０歳児 １，７００円 

１・２歳児 １，４００円 

保護者支援面談加算 １，４００円 

生活困窮家庭等負担

軽減加算 

（対象者に対し、減

額した場合） 

生活保護受給者 ３００円（上限） 

市町村民税所得割を合算した額が 77,101 円未

満又は市町村民税非課税世帯、要支援児童等の

いる世帯         ２００円（上限） 

※減額した額を上限（１００円未満切り捨て） 
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賃借料加算 ２００円 

※月額賃料を超える部分については、加算しな

い。なお、利用者１人あたりの利用時間に対す

る加算額すべてを算定するものであり、特定の

者の一部の時間のみを切り出して加算すること

はできない。 

 

13 こどもの育ちに関する計画等 

   「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」（令和８年３月改訂版こども家

庭庁）を踏まえ、児童の育ちに関する計画及び記録を作成すること。 

 

14 相談及び援助 

   利用乳幼児及びその保護者の心身の状況並びに利用乳幼児の養育環境の把握 

に努め、保護者からの相談に適切に対応するとともに、必要な助言その他の支援 

を行うこと。 

 

15 緊急時の対応 

    利用乳幼児の体調に急変が生じた場合は、速やかに保護者及び医療機関に連 

絡するなど、必要な措置を講ずること。 

 

16 安全管理等 

 （１）安全計画 

    利用乳幼児の安全を確保するため、安全計画を策定し、必要な措置を講じな 

ければならない。計画には設備の安全点検、事業所外での活動や日常生活にお 

ける指導、職員の研修・訓練等を含め、職員に周知するとともに研修・訓練を 

定期的に実施し、保護者に取組内容を周知すること。また、安全計画は定期的 

に見直し、必要に応じて変更すること。 

なお、当該乳児等通園支援事業所と一体的に運営されている保育所等におい 

て既に安全計画を別途定めている場合には、乳児等通園支援事業の実施に伴い 

必要となる内容を加えること。 

 （２）非常災害 

    少なくとも月 1回、避難及び消火に関する訓練を実施すること。既存の非常 

災害計画や避難訓練実施計画を有する施設は、乳児等通園支援事業に必要な内 

容を追記すること。 

 

 （３）事故発生の防止及び発生時の対応 

    事故の発生や再発防止のため、事故発生時の対応や報告方法等を定めた指針 

を整備し、事故や危険な事態が生じた場合には報告・分析・改善策の周知徹底 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0afde15f-8760-4477-806a-ed72b6916696/7ef6fbdf/20250327_policies_hoiku_daredemo-tsuen_10.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0afde15f-8760-4477-806a-ed72b6916696/7ef6fbdf/20250327_policies_hoiku_daredemo-tsuen_10.pdf
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を行う体制を整えること。 

事故防止のための委員会設置や職員研修を定期的に実施し、事故が発生した 

場合は、千葉市及び保護者に速やかに連絡し必要な措置を講じるとともに、状 

況及び対応を記録し、賠償が必要な場合は速やかに損害賠償を行うこと。 

 

17 運営上の重要事項に関する規定 

   次の乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項について、規程（運営規程） 

を定めておかなければならない。 

（１）乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

（２）提供する乳児等通園支援の内容 

（３）職員の職種、員数及び職務の内容 

（４）乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

（５）保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額 

（６）乳児及び幼児の区分ごとの利用定員 

（７）乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当た 

っての留意事項 

（８）緊急時等における対応方法 

（９）非常災害への対策 

（10）虐待防止のための措置に関する事項 

（11）その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

 

18 虐待等の禁止 

利用乳幼児に対しては、児童福祉法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為そ 

の他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。なお、 

乳児等通園支援事業所において、虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通 

報が義務化されたことに留意されたい。 

 

19 こども性暴力防止法への対応 

令和８年１２月２５日に施行されるこども性暴力防止法について、「こども性 

暴力防止法施行ガイドライン」を踏まえ、次の内容について、法施行後、直ちに 

対策を講じることができるようあらかじめ準備しておくこと。 

（１）従事者の性犯罪前科の有無の確認 

（２）性暴力の未然防止や早期把握のための措置 

（３）性暴力やその疑いが生じた際の調査 

（４）被害児童の保護・支援、性暴力等の恐れがある場合に従事者をこどもと接

する業務に就かせないような取り組み 
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20 秘密保持等 

（１）乳児等通園支援事業者の職員及び管理者は、正当な理由なく、その業務上知 

り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。また、退職後に 

おいても、職員であった者が正当な理由なくその業務上知り得た秘密を漏らす 

ことのないよう、必要な措置を講じなければならない。 

 （２）教育・保育施設、他の乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業 

を行う者その他の関係機関へ利用乳幼児に関する情報を提供する場合は、あら 

かじめ保護者から文書による同意を得ること。 

 

21 苦情解決 

   利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情 

受付窓口の設置その他必要な措置を講じること。 

また、実施した乳児等通園支援に関して、千葉市から指導又は助言を受けた場 

合は、当該指導又は助言に従い、必要な改善を行うこと。 

 

22 自己評価 

   提供する乳児等通園支援について自己評価を行い、常に改善を図ること。 

 

第４ 会計・記録・計画 

１ 会計区分 

   乳児等通園支援事業の会計を、他の事業の会計と明確に区分して経理すること。 

   社会福祉法人においては、特定乳児等通園支援の事業の会計をその他の事業の 

会計と区分する必要があるが、その方法としては、必ずしも拠点区分を新設する 

必要はなく、サービス区分を新たに設けることで他事業の会計と区分することが 

考えられる。 

   また、学校法人が設置する幼稚園等において乳児等通園支援事業を実施する 

場合、会計において部門を設けて表示することを要しないこととするが、別途 

乳児等通園支援事業活動における収入及び支出の内容がわかるよう、収支報告 

書等を作成すること。 

 

２ 記録の整備等 

（１）事業所の職員・設備・会計に関する諸記録を整備しなければならない。 

（２）利用乳幼児に対する支援に関して、次に掲げる記録等を整備し、完結日から 

５年間保存しなければならない。 

ア 乳児等通園支援の提供に当たっての計画 

イ 千葉市への通知に係る記録 

ウ 苦情の内容等の記録 

エ 事故の状況及び対応の記録 
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３ 事業計画・運営 

事業計画及び運営にあたっては、関係法令等を遵守すること。 

 

第５ 申請方法等 

１ 受付期間 

  ア 事前協議 

    令和８年７月６日（月）まで 

  イ 質問締切 

    令和８年６月１日（月）まで 

  ウ 申請書提出期間 

    令和８年７月１３日（月）まで 

２ 事前協議 

 （１）随時、電話により受け付け、原則として市役所において対面で行うものとす 

る。 

事前協議の際は、次に掲げる書類を用意すること。 

ア 有効面積が記載された図面 

イ 定員数（本事業の定員数及び他事業の定員数） 

ウ その他必要書類（電話受付の際に本市が状況に応じて指示するもの） 

（２）事前協議にあたっては、「こども誰でも通園制度の実施に関する手引き」をあ 

らかじめ熟読すること。 

（３）直前の事前協議の予約は、対応できない場合があるため、希望する日程を複 

数示したうえで、１週間程度の余裕をもって予約を行うこと。 

    なお、令和８年７月７日（火）までに事前協議を完了することができない場 

合は、申請を受け付けないものとする。ただし、その日までに事前協議を実施 

することができない特段の事情があると市が判断する場合については、この限 

りではない。 

 

３ 質問の受付及び回答 

   本公募に関する質問は、令和８年６月１日（火）までに、質問票に質問の要旨 

を簡潔に記入のうえ、下記メールアドレスへ送信すること。 

 

 

 

 

提出された質問及びその回答については、取りまとめの上、令和８年６月 

  ８日（火）までに幼保支援課ホームページにおいて公表する。 

※質問者の氏名等の公表は行わないものとする。 

質問送付先：千葉市こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課 

メールアドレス：shien.CFE＠city.chiba.lg.jp 
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※メールで提出する際は、件名に「乳児等通園支援事業事業者募集に係る質問」 

と入力すること。 

 

４ 申請書提出先 

〒２６０－８７２２ 

千葉市中央区千葉港１－１ 

千葉市役所 高層棟８階 

千葉市こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課 

電話 ０４３－２４５－５８７９ 

※郵送の場合は、消印有効 

 

５ 留意事項 

（１）応募に係る一切の費用は、すべて申請者の負担とする。 

（２）提出書類については、「書類の提出方法について」を参照すること。なお、提 

出書類は返却しないものとする。 

（３）提出書類に不備がある場合は受理できないため、申請書提出期間に余裕をも 

って提出すること。 

（４）本事業の全部を第三者に委託することは認めない。 

（５）本募集要項に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、千葉市と協議の上、 

定めるものとする。 

（６）本募集要項は、今後の国の動向により変更となる場合がある。 

問い合わせ先  

〒２６０－８７２２ 

千葉市中央区千葉港１－１ 

千葉市役所 高層棟８階 

千葉市こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課 

電話  ０４３－２４５－５８７９ 

Ｅメール shien.CFE@city.chiba.lg.jp  

 


